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福井県内ＲＣ例会日 無印：１２：３０－開始 Ｋ　：１８：３０－開始 Ｌ　：１９：００－開始

武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)
勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)
武生ＲＣ(武生商工会館) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店)

月曜日 福井東ＲＣ(ＡＯＳＳＡ) 若狭ＲＣ(ｻﾝﾎﾃﾙやまね･7-12月ﾎﾃﾙせくみ屋) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井)

Ｋ 福井ﾌｪﾆｯｸｽＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) Ｋ 丸岡ＲＣ(丸岡城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ-)
火曜日 福井南ＲＣ(福井繊協ビル) 水曜日 福井北ＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル)

三国ＲＣ(三国観光ホテル)
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第2927回
   2/7(金) 2月第2例会

点鐘：12:30

卓話
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テーマ

会　長　の　時　間

出席率53.6％
鯖江商工会議所3階中ホール

テーマ

点鐘：12:30

県 産業政策課

夏  目　貴  大　様
「いろいろあります中小企業向け制度融資」

卓話

テーマ

注：1月31日(金)の例会は休会です

黒 田  敏 夫   会員
県　自然環境課

北  川   学  芸  員
「奇跡の湖  水月湖の「年稿」」

会員
卓話

開 会 点 鐘
四 つ の テ ス ト
ロ - タ リ - ソ ン グ
会 長 の 時 間
幹 事 報 告 等
プ ロ グ ラ ム
閉 会 点 鐘

「R-O-T-A-R-Y」

幸道　森市
　ソング副委員長

ロータリーソング

清水　康弘　会長
　実は先週の会長の時間
で話の枕に言おうと思っ
ていたことを言い忘れた
ので今日話します。今年の
冬は未だに積雪もなく暖

かい日が続いていますが確か今月の１5日ごろだ
ったと思いますが夜犬の散歩をしていたら田んぼ
の中でカエルが鳴いていました。これだけの話で
す。
　ところでどうして話の導入部分を「枕」というの

でしょう。かなり調べてみましたが判りませんでし
た。「マクラ」という言葉の語源すらはっきりしませ
ん。諦めて「枕草子」について調べてみました。作
品執筆のきっかけを清少納言は跋文に記してい
たようです。
　中宮定子の兄、内大臣の伊周（これちか）が帝に
献上した紙と同じものを定子にも与えたそうです。
紙をもらったはいいものの、定子自身は「これに何
を書いたらいいのかしら」と考えあぐねていたので
す。帝の一条天皇は「史記」という書物をお書きに
なっているけれど、と。清少納言はそれに対し、「そ
れなら枕でございましょう」と答えます。この清少納
言が言った言葉が『枕草子』という書名の由来だと
いわれているのです。また枕草子という名前は後
世の人が付けたそうです。定子は「ならばこの紙は
お前に取らせよう」と下賜した、というわけで、この
作品を書くことになったのでした。しかし、どうして
「それなら枕でしょう」となったのか。この紙を賜っ
たときの出来事が書名のきっかけであることは確
かですが、この「枕」とはいったい何に掛かってい
るのでしょうか。実はこれがよくわからないのです。
いくつか「こうではないか」と考えられている説が
あるので、紹介してみましょう。
寝具の枕
　清少納言は、「帝は史記を書いている」という定
子の言葉を受けて、「じゃあ（宮様）なら枕ですね」
と答えています。つまり、「史記」に対応させている
ということ。これはダジャレのようなもので、 史記

＝敷布団（敷が「史記」と同音のため） だから、宮
様は同じ寝具の枕ですね、という意味になるとい
うものです。
枕元に置いておくメモ
　「枕草子」という言葉、今の私たちにとっては清
少納言の随筆作品を意味する固有名詞ですが、こ
の当時は一般名詞だったという説もあります。どん
なものかというと、考えていることなどを忘れない
よう書き留めておく手控えの草子。つまり、枕元に
置いておくメモ帳といった感じです。
四季
　「枕」には、たとえば「歌枕」のように歌のよりどこ
ろとする枕詞や名所などの典拠という意味があり
ます。「帝は史記を書いている」という定子の言葉
から、清少納言は「帝が唐の『史記』を書いている
なら、それを枕（よりどころ）にして「四季（これも
『史記』と同音）」について書いてはどうか」と提案
したという説があります。
　『枕草子』は「春はあけぼの……」から始まり、春
夏秋冬の美しい景色や物を取り上げた章段も多
いことから、作品の内容との整合性もとれる説です。
『枕草子』という書名の由来については、ここで紹
介した以外にも複数の説が唱えられています。し
かしどれも「これが正しい」と言い切ることはでき
ません。
　結局　私は何もわからないままに無駄な時間
を過ごしましたので皆様にも無駄な時間のお裾分
けをしました。
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テーマ

幹　事　報　告

にこにこＢＯＸ報告

卓話
県 産業労働部産業政策課

夏  目　貴  大　様 「いろいろあります中小企業向け制度融資」

日本事務局からのお知らせ
2020年1月のレートは、1ドル＝110円です
（1月レート適用は、1月１日（水）以降に弊局口座へ着金対象）

清水　康弘　会員
窪田　健一　会員
梅田　吉臣　会員
酒井　優嘉　会員

夏梅様の卓話を楽しみに

 〃

 〃

勤続祝ありがとうございます

卓話者紹介　孝久治宏　プログラム副委員長
　本日は、福井県産業労働部産業政策課の夏梅貴
大様です。テーマは、「いろいろあります中小企業向
け制度融資」です。西尾委員長が、県内企業の資金
繰りを支援融資するお話をいただき、会員の皆様の
お役に立てたいと、県へ依頼しましたところ、快く卓

話をひきうけていただきました。
卓話者　福井県産業労働部産業政策課
　　　夏梅　貴大　様
テーマ:「いろいろあります中小企業向け制度融資」
　◆融資について
・企業は、「起業」「成長」「成熟」「衰退」の４つの成長
段階に応じで資金が必要になります。

・資金調達方法の一つが、融資です。
・中小企業は事業資金を融資により調達しようとする際、まずは金融機関に
相談されると思います。
・金融機関は、中小企業の財務内容等に応じて信用保証協会による保証を
求める場合もあります。
・これを保証付き融資といい、中小企業は保証の対価として保証料を支払い
ます。
・中小企業・小規模事業者が日本の企業全体に占める割合は９９．７％で、
その数は、全国で３５８万企業にのぼります。そのうち信用保証協会を利用
したことのある企業数は、１２６万企業です。
・また、利用したことのある企業のおよそ９割は「従業員数が２０名以下」の
小規模企業です。（Ｈ29年度末、全保連ＨＰ）
・保証付き融資では、万が一、返済が滞った場合に、中小企業に代わって信
用保証協会が金融機関へ代位弁済を行います。
・一方、信用保証協会の保証が付かない融資のことをプロパー融資といいま
す。
◆制度融資について
・中小企業が、保証付き融資・保証なし融資にかかわらず金融機関から長期
低利の融資を受けられるよう、金利や融資期間等を定めた制度融資が各都
道府県・各市町にあります。
・福井県では、企業の成長段階や企業規模に応じた制度を１１資金用意し
ており、保証料を補助している資金もあります。
・窓口はお近くの金融機関です。
・金利が高い時代などには申込みが多い制度融資ですが、金融機関の取組
み内容の変化と昨今の低金利時代における保証料の割高感が影響し、平成

酒井　雅憲　幹事
　毎年恒例の「こどもエコクラブ活動交流会」に行
われる「いなわら教室」への協力依頼がありました
ので、２月８日の午前中にご都合のつく方は、是非
ご参加の程お願いします。

　今月２２日に鯖江ローターアクトの会合が久々に開かれまして、ロータ
リアンの方も多数ご参加いただきありがとうございました。昨年始めには２
名に落ち込んだ会員数ですが、昨年夏には４名の新入会員が入っていた
だき６名に、そして今回５名の方が新しく入っていただく方向にあるという
事で久々に嬉しいご報告が出来そうです。
　来週１月３１日は規定により休会となっておりますので、お間違いの無
いようお願いいたします。

２０年から平成２９年までの１０年間で９４％減
少しています。
・同様に、信用保証協会の保証残高もリーマンショッ
ク以降、減少が続いています。
◆新しい保証制度について
・さて、中小企業を取り巻く喫緊の課題として、事業
承継が挙げられます。
・これまで、国や県は優遇税制や補助金など、事業承継支援策を行ってきま
した。
・しかし、事業承継後、金融機関が新経営者から経営者保証を徴求すること
が円滑な事業承継の重荷となっています。
・安倍総理大臣は、１月２０日から始まった国会での施政方針演説において
、「若い世代の承継を阻む最大の壁が、個人保証の慣行」だと述べました。
・経営者の高齢化が進む中、経営者保証がネックとなり後継者が見つからな
い場合、優れた技術のある中小企業でも廃業を余儀なくされます。
・そこで、そのような現状を打破するため、令和２年度より、信用保証協会に
おいて「事業承継特別保証制度」が創設されます。
・この制度では、法人であることや資産超過であることなど、いくつかの要件
に合致すれば、事業承継までに必要な事業資金に加えて、経営者保証を提
供している借入の借換えを行うことができます。
・つまり、事業承継を行う段階で経営者保証をゼロにして引き継ぐことも可能
、というものです。
・昨年の１２月から信用保証協会では、制度概要の説明や実情の相談を受
け付けておりますので、事業承継を検討している中小企業の皆様はぜひ、ご
相談ください。

ニコニコ箱発表
佐野　直美　
ニコニコ委員長

信用保証制度の詳細

項目 内容
名称 事業承継特別保証制度

申込人
資格要件

次の（１）または（２）に該当し、かつ、（３）に該当する中小企業者
　（１）保証申込受付日から３年以内に事業承継を予定する法人
　（２）一定期間内に事業承継を実施した法人で、承継日から３年を経過していないもの
　（３）次の①から④の要件を全て満たす法人
　　　① 資産超過であること　　　　　　　　　　② EBITDA有利子負債倍率が１０倍以内であること
　　　③ 法人・個人の分離がなされていること　　④ 返済緩和している借入金がないこと

申込方法 既に申込中小企業者と与信取引のある金融機関経由に限る

保証限度額 ２億８０００万円（一般の普通保険２億円・無担保保険８０００万円の範囲内）

保証割合 責任共有対象に限る

対象資金 事業資金（既存のプロパー借入金（経営者保証あり）の借換も可）
　ただし、申込人資格要件（２）に対しては、事業承継前の借入金（経営者保証あり）に係る借換資金に限る

保証期間 一括返済の場合　１年以内
分割返済の場合　１０年以内（据置期間１年以内）

保証料率 ０.２０％～１.１５％ 【経営者保証コーディネーター（以下｢経保Co｣）の確認を受けた場合】
０.４５％～１.９０％ 【経保Coの確認を受けていない場合】

保証人 徴求しない

取扱開始日 令和2年4月1日（令和元年12月23日から保証協会で取扱開始前の事前相談※をスタート）
※事前相談︓本制度の概要説明や実情に合わせた相談業務（保証の諾否に関する回答は行わない）


